
◆
応
募
資
格

　

18
歳
以
上
で
採
用
予
定
月
の
翌

月
の
末
日
現
在
、
33
歳
に
達
し
て

い
な
い
人

◆
受
付
期
間

▼
第
５
回

　

１
月
13
日
（
火
曜
）
ま
で

▼
第
６
回　

１
月
14
日
（
水
曜
）

　

～
２
月
10
日
（
火
曜
）

◆
試
験
日

【
筆
記
試
験
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）】

▼
第
５
回　

１
月
17
日
（
土
曜
）

　

～
19
日
（
月
曜
）

▼
第
６
回　

２
月
14
日
（
土
曜
）

　

～
16
日
（
月
曜
）

【
口
述
試
験
・
身
体
検
査
等
】

▼
第
５
回　

１
月
25
日
（
日
曜
）

▼
第
６
回　

２
月
21
日
（
土
曜
）

※
会
場
は
ど
ち
ら
も
新
田
原
基
地

◆
合
格
発
表

▼
第
５
回　

２
月
５
日
（
木
曜
）

▼
第
６
回　

３
月
５
日
（
木
曜
）

◆
応
募
資
格

　

中
学
校
を
卒
業
し
た
（
見
込
み

含
む
）
17
歳
未
満
の
男
子

◆
受
付
期
間

　

１
月
15
日
（
木
曜
）
ま
で

◆
試
験
日

▼
１
次　

１
月
24
日
（
土
曜
）

▼
２
次　

２
月
14
日
（
土
曜
）

◆
場
所　

受
付
時
に
通
知

◆
応
募
資
格

▼
一
般  

18
歳
以
上
52
歳
未
満
の
人

▼
技
能

　

18
歳
以
上
で
各
種
国
家
免
許
資

格
を
有
す
る
55
歳
未
満
の
人

※
１
月
か
ら
受
付
開
始	

●
申
・
問
・
自
衛
隊
宮
崎
地
方

　

協
力
本
部
小
林
地
域
事
務
所

　
（
小
林
法
務
合
同
庁
舎
２
階
）

　

℡
22
‐
５
２
５
４

　

令
和
８
年
度
の
小
林
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
と
小
林
東
方
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
の
学
校
給
食
用
食
材
納

入
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

◆
応
募
資
格

　

原
則
、
市
内
に
本
店
か
支
社
、

支
店
、
営
業
所
を
有
す
る
事
業
者

◆
申
込
方
法

　

納
入
希
望
の
セ
ン
タ
ー
に
申
請

書
を
郵
送
す
る
か
各
窓
口
で
提
出

※
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

　

各
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す

◆
申
込
締
切　

２
月
13
日（
金
曜
）

※
郵
送
は
当
日
消
印
有
効

●
申
・
問

・
小
林
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

℡
25
‐
１
２
８
７

・
小
林
東
方
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー	

　

℡
22
‐
２
４
４
７

　

誰
に
も
相
談
で
き
ず
に
悩
ん
で

い
る
日
常
生
活
で
の
困
り
ご
と
を

無
料
で
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

親
族
後
見
人
等
を
対
象
と
し
た

家
庭
裁
判
所
へ
の
提
出
書
類
な
ど

の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

相
談
内
容
な
ど
の
情
報
が
漏
れ

る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
日
時　

１
月
８
日
（
木
曜
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

◆
場
所　

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

別
館
１
階
会
議
室

◆
相
談
内
容

　

身
寄
り
が
な
く
、
財
産
管
理
や

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
／

障
が
い
の
あ
る
家
族
の
将
来
が
心

配
／
悪
徳
商
法
や
借
金
で
悩
ん
で

い
る　

な
ど

◆
相
談
員

　

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福

祉
士
な
ど

◆
注
意
事
項　

事
前
予
約
が
必
要

●
申
・
問

・
中
核
機
関
に
し
も
ろ
地
区
権
利

　

擁
護
推
進
セ
ン
タ
ー　

つ
な
ご

　

℡
27
‐
３
３
５
８

２０２5 年　12 月 15 日号 Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

１ KOBAYASHI2025.12.15

ひきこもり家族会
悩みを抱える家族が気軽に交流できる場です。
安心してお互いに語り合い、一息つきませんか。 

◆日時　１月 18 日㊐　13 時 30 分～ 15 時 30 分
◆場所　社会福祉センター別館第 1 会議室
◆内容　情報提供、出前講座、懇談会
◆対象　家族、経験者、支援者

子育て中の保護者がひと息つける場所です。１
月は参加費無料のオンライン学習会を行います。

◆日時　１月 18 日㊐  13 時 30 分～ 16 時
◆場所　社会福祉センター別館第２会議室
◆内容　講話： 楠

くすのき

 凡
ひろゆき

之さん
「親として、教師として、地域の応援隊として 

不登校問題をともに考える視点とは」
◆対象　子育て中の保護者など
◆申込方法　電話か電子メール、申込フォーム
●申・問＝社会福祉協議会
℡ 27-3277
Mail：tomarigi5884@gmail.com（氏名・
連絡先・講師への質問を記載）

不登校親の会「とまりぎ」

居場所「まる灯」
不登校やひきこもりなど、生きづらさを抱えて
立ち止まっている人、家族以外とのつながりが
少ない人などのための、家以外の居場所です。

◆日時　１月 18 日㊐　13 時 30 分～ 16 時
◆場所　社会福祉センター別館２階和室
◆対象　不登校・ひきこもりや、社会の中で生
きづらさを感じている人

●申・問＝社会福祉協議会　℡ 23‐3466

権
利
擁
護
無
料
相
談
会

後
見
人
等
の
つ
ど
い

自
衛
官
等
募
集

学
校
給
食
用

食
材
納
入
業
者
募
集

自
衛
官
候
補
生

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

予
備
自
衛
官
補
（
一
般
・
技
能
）

パブリックコメント（意見募集）
【第２次小林市国際化・多文化共生推進計画（案）】

◆募集期間　12 月 15 日～１月 19 日
◆閲覧場所　市ホームページ、情報公開室（総務
課内）、地方創生課、須木庁舎地域振興課、野尻
庁舎地域振興課、西小林出張所、紙屋出張所
◆応募方法　意見等提出書を窓口か
郵便、FAX、電子メールで提出
●問＝地方創生課　℡ 23‐1148
Mail　k_kokusaika@city.kobayashi.lg.jp ▲詳細はコチラ

▲申込フォーム



　

地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
を
所
有
す
る

事
業
者
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ

ず
申
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

◆
地
方
税
法
３
４
１
条
第
４
号
に

規
定
す
る
償
却
資
産
と
は

①
土
地
・
家
屋
を
除
く
事
業
用
の

資
産
（
機
械
類
や
建
築
物
、
備
品

な
ど
）

②
法
人
税
法
ま
た
は
所
得
税
法
の

規
定
に
よ
り
減
価
償
却
額
（
費
）

と
し
て
申
告
す
る
資
産
の
う
ち
、

次
に
あ
げ
る
以
外
の
も
の

・
取
得
価
格
が
少
額
な
資
産（
例
：

取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
ま
た
は

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
の
も
の
）

・
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
資
産

◆
申
告
対
象
者

　

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
事
業
用
資
産
を
所
有
す
る
人

※
工
場
や
商
店
な
ど
の
経
営
だ
け

　

で
な
く
、
農
業
経
営
、
ア
パ
ー

　

ト
経
営
、
太
陽
光
発
電
に
よ
る

　

売
電
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す

◆
申
告
方
法

　
ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
申
告
す
る
か
、

税
務
課
、須
木
庁
舎
住
民
生
活
課
、

野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課
の
窓
口
、

郵
送
で
申
告
書
を
提
出

◆
申
告
締
切　

２
月
２
日（
月
曜
）

●
問
・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

　

売
電
す
る
こ
と
を
目
的
に
家
の

屋
根
や
土
地
に
設
置
し
た
太
陽
光

パ
ネ
ル
な
ど
の
設
備
は
、
個
人
・

法
人
を
問
わ
ず
、
固
定
資
産
税
の

課
税
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
、

申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
申
告
方
法

　

エ
ル
タ
ッ
ク
ス
で
申
告
す
る

か
、
税
務
課
、
須
木
庁
舎
住
民
生

活
課
、
野
尻
庁
舎
住
民
生
活
課
の

窓
口
、
郵
送
で
申
告
書
を
提
出

◆
申
告
締
切　

２
月
２
日（
月
曜
）

※
郵
送
の
場
合
は
同
日
必
着

●
問
・
税
務
課

　

℡
23
‐
０
１
１
５

２

２０２5 年　　12 月 15 日号Ｉｎｆｏrｍａｔｉｏｎおしらせ

太
陽
光
発
電
設
備
の

課
税
に
つ
い
て

令
和
８
年
１
月
1
日
現
在

固
定
資
産
税
償
却
資
産

の
申
告
に
つ
い
て

個人（住宅用）

設置者

個人（事業用）

法人

課税対象 事業用資産にならな
いため課税対象外

10 ㌔㍗未満の
太陽光発電設備

10 ㌔㍗以上の
太陽光発電設備

事業の用に供している資産は、発電出
力量や全量売電か余剰売電かに関わら
ず、償却資産として課税対象
事業の用に供している資産のため、
個人（事業用）と同じ取り扱い

▼設置者および発電規模別課税区分

▼詳細はコチラ

市内に住所があり、令和７年１月１日から令和７
年 12 月 31 日までに赤ちゃんが生まれた世帯

対象者

ハナモモ、ブルーベリー、ハナミズキ、ガジュマ
ル（観葉植物）の４種類

（ガジュマルは 40 ㌢程度、他３種は１㍍程度）

種類・高さ

※申し込み数により希望種にならない場合があります

ハガキか FAX、メールに「赤ちゃん誕生記念樹希
望」と明記し、住所・氏名・乳児の氏名と生年月
日・連絡先・希望樹種・受取希望場所（庁舎）を
記入して応募するか、下記窓口で申し込み

申込方法

市役所各庁舎受取場所

１月 23 日（金曜）申込期限

２月下旬予定（申込者へ別途連絡）受渡時期

農業振興課　℡ 23-0333　FAX 23-0334
Mail：k_nouson@city.kobayashi.lg.jp
須木庁舎地域振興課　℡ 48-3131　FAX 48-2269
野尻庁舎地域振興課　℡ 44-1100　FAX 44-0649

申・問

赤ちゃんの誕生記念と親子の一生の思い出づくり
に「記念樹」をプレゼントします。室内で育てら
れる観葉植物も用意しています！

赤ちゃん誕生記念樹をプレゼント
【令和７年に赤ちゃんが生まれた世帯に】

注意事項 申し込みは乳児１人につき１本

「地域医療を守るために」

【私たちにできること】
■かかりつけ医を持ちましょう
■時間内の受診を心がけましょう
■健康づくりに努めましょう

限りある医療を大切に想い、地域医療を守り育てることは、地
域にとって大変重要です。これからも安心して医療を受け続け
ることができるよう、日々の健康管理や受診行動、緊急時の救
急医療について考えてみましょう。

●問＝健康推進課　℡23-0323

宮崎県障がい者スポーツ大会の出場者を募集します
■開催期日　令和 8 年 5 月 10 日（日曜）
■場所　ひなた宮崎県総合運動公園 ほか
■種目　【身体障がい】陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、
フライングディスク、ボッチャ／【知的障がい】陸上競技、水泳、
卓球、フライングディスク、ボウリング／【精神障がい】卓球、
バレーボール、ミニバレーボール、グラウンドゴルフ
■申込方法　参加申込書を福祉課に提出
■申込締切日　1 月 23 日（金曜）
●申・問＝福祉課　℡ 23-0111

年末年始の休庁・休診情報 ◆市役所（各庁舎・出張所）、市立病院（急患を除く）
　12月 27 日（土曜）～１月４日（日曜）


